
提

出

者

遠

藤

和

良

平
成
十
二
年
十
月
五
日
提
出

質

問

第

八

号

沖
縄
県
島
尻
郡
小
禄
村
字
大
嶺
の
土
地
（
旧
日
本
海
軍
那
覇
飛
行
場
用
地
・
現
那
覇
空
港
の
一
部
）
所
有
権
回

復
に
関
す
る
質
問
主
意
書

8



沖
縄
県
島
尻
郡
小
禄
村
字
大
嶺
の
土
地
（
旧
日
本
海
軍
那
覇
飛
行
場
用
地
・
現
那
覇
空
港
の
一
部
）
所
有
権
回

復
に
関
す
る
質
問
主
意
書

先
の
第
二
次
世
界
大
戦
中
、
昭
和
十
六
年
か
ら
昭
和
二
十
年
に
か
け
て
、
国
家
総
動
員
法
（
昭
和
十
三
年
五
月
五
日
施
行
）

に
よ
っ
て
収
用
さ
れ
た
、
沖
縄
県
島
尻
郡
小
禄
村
字
大
嶺＝

現
那
覇
空
港
用
地
の
一
部
の
土
地
（
小
禄
旧
海
軍
那
覇
飛
行
場
用

地
）
の
所
有
権
回
復
へ
の
活
動
を
展
開
し
て
い
る
、
旧
那
覇
飛
行
場
所
有
権
回
復
地
主
会
（
会
長

金
城
栄
一
）
が
あ
る
。

当
該
土
地
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
中
（
昭
和
十
六
年
〜
昭
和
十
九
年
）
戦
争
遂
行
を
目
的
と
し
て
、
旧
日
本
海
軍
が
旧
那
覇

飛
行
場
の
拡
張
・
そ
の
他
の
用
地
確
保
と
し
て
、
現
那
覇
空
港
の
海
岸
沿
い
に
存
在
し
た
大
嶺
集
落
の
大
半
が
強
制
収
用
さ
れ

た
。
当
時
の
小
禄
村
字
大
嶺
集
落
の
住
民
・
地
主
は
、
日
本
の
勝
利
を
信
じ
国
に
対
し
土
地
収
用
へ
の
協
力
を
行
っ
た
。
し
か

し
、
昭
和
十
八
年
以
降
は
文
字
通
り
強
制
接
収
（
没
収
）
で
あ
っ
た
。

そ
の
結
果
、
当
時
の
生
活
の
基
盤
で
あ
っ
た
貴
重
な
住
居
や
畑
等
が
接
収
さ
れ
た
。
現
在
は
、
那
覇
空
港
の
用
地
と
し
て
活

用
さ
れ
、
運
輸
省
所
管
の
国
有
地
と
し
て
管
理
さ
れ
て
い
る
。

同
地
主
会
で
は
、
昭
和
六
十
年
七
月
十
五
日
、
沖
縄
県
に
対
し
旧
日
本
海
軍
那
覇
飛
行
場
所
用
地
の
所
有
権
回
復
等
に
つ
い

て
、
要
請
を
行
っ
た
。
ま
た
、
同
地
主
会
の
要
請
を
受
け
た
那
覇
市
は
、
平
成
十
一
年
二
月
二
十
四
日
沖
縄
県
に
対
し
「
那
覇

一



飛
行
場
用
地
と
し
て
収
用
さ
れ
た
土
地
に
つ
い
て
」
�
国
家
総
動
員
法
（
昭
和
十
三
年
五
月
五
日
施
行
）
に
も
と
づ
く
民
間
所

有
土
地
、
及
び
家
屋
の
収
用
の
事
実
関
係
に
つ
い
て
、
�
昭
和
十
六
年
か
ら
十
九
年
に
か
け
て
収
用
さ
れ
た
那
覇
飛
行
場
用
地

の
土
地
代
金
の
具
体
的
な
支
払
い
方
法
に
つ
い
て
、
の
要
請
を
行
っ
た
。

こ
れ
ま
で
同
地
主
会
で
は
、
沖
縄
県
・
那
覇
市
な
ど
へ
要
請
活
動
を
行
っ
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
納
得
の
で
き
る
回
答
・
調

査
結
果
が
得
ら
れ
な
い
。
旧
日
本
海
軍
へ
協
力
を
し
た
為
に
、
戦
後
半
世
紀
以
上
も
所
有
権
を
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
宙

に
浮
い
た
状
態
が
続
き
解
決
の
糸
口
さ
え
見
え
な
い
現
状
で
あ
る
。

従
っ
て
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

第
二
次
世
界
大
戦
突
入
後
（
昭
和
十
六
年
以
降
）
、
旧
日
本
海
軍
那
覇
飛
行
場
の
拡
張
に
よ
る
土
地
収
用
の
経
緯
に
つ
い

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

二

昭
和
十
六
年
か
ら
十
九
年
に
か
け
て
収
用
さ
れ
た
旧
日
本
海
軍
那
覇
飛
行
場
用
地
の
土
地
代
金
の
具
体
的
な
支
払
い
に
つ

い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。

三

不
発
弾
処
理
や
遺
骨
収
集
作
業
等
々
、
今
次
大
戦
の
悲
惨
な
戦
争
の
傷
跡
を
未
だ
に
引
き
ず
る
沖
縄
県
に
あ
っ
て
、
戦
後

半
世
紀
以
上
経
過
す
る
中
、
こ
の
所
有
権
回
復
に
つ
い
て
は
戦
後
処
理
の
一
環
と
し
て
解
決
で
き
る
か
。 二



四

沖
縄
県
以
外
の
都
府
県
に
お
い
て
、
こ
う
し
た
旧
日
本
軍
が
接
収
し
た
土
地
に
つ
い
て
、
戦
後
ど
の
よ
う
な
法
律
に
基
づ

き
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
元
所
有
者
へ
の
対
応
が
な
さ
れ
た
の
か
。

右
質
問
す
る
。

三


